[bookmark: _9imk9n5jqnw4]建物賃貸借契約書（店舗使用）

本契約は、以下のとおり建物の賃貸借に関し締結する。

第1条（当事者）
賃貸人 ●●●●（以下「甲」という。）と賃借人 ●●●●（以下「乙」という。）は、甲所有の建物の賃貸借について、本契約を締結する。

第2条（目的物）
1　甲は、下記建物（以下「本物件」という。）を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在地：●●県●●市●●町●丁目●番●号
建物名称：●●ビル●階
種類：店舗
構造：●●造
専有面積：●●㎡

2　本物件には、共用部分、附帯設備、給排水・電気・空調設備等が含まれる。

第3条（使用目的）
1　乙は、本物件を店舗営業目的に限り使用する。
2　乙は、甲の書面承諾なく使用目的を変更してはならない。
3　風俗営業その他法令又は公序良俗に反する用途には使用してはならない。

第4条（賃貸借期間）
1　本契約の期間は、●年●月●日から●年●月●日までの●年間とする。
2　期間満了の6か月前までに書面による解約意思表示がない場合、本契約は同一条件にて●年間更新される。

第5条（賃料）
1　月額賃料は金●円とする。
2　乙は、毎月末日までに翌月分を甲指定口座へ振込により支払う。
3　振込手数料は乙の負担とする。

第6条（共益費・諸経費）
1　乙は、月額共益費金●円を支払う。
2　電気・水道・ガス等の光熱費は乙の負担とする。
3　固定資産税の増減その他経済情勢の変動により賃料が不相当となった場合、甲乙協議の上改定できる。

第7条（保証金）
1　乙は、保証金として金●円を本契約締結時に預託する。
2　保証金には利息を付さない。
3　本契約終了時、乙に未払債務がある場合、甲は保証金から控除できる。

第8条（引渡し）
甲は、契約開始日までに本物件を使用可能な状態で乙に引き渡す。

第9条（内装工事）
1　乙が内装工事を行う場合、事前に甲の書面承諾を得る。
2　法令上必要な許認可は乙の責任と費用負担で取得する。
3　契約終了時、乙は原状回復義務を負う。ただし甲が承諾した造作はこの限りでない。

第10条（維持管理）
1　乙は善良なる管理者の注意をもって本物件を使用する。
2　軽微な修繕は乙の負担とし、構造部分に関する修繕は甲が負担する。
3　故障・損傷が発生した場合、乙は速やかに甲へ通知する。

第11条（転貸等の禁止）
乙は、甲の書面承諾なく、本物件を第三者に転貸し、又は使用させてはならない。

第12条（保険）
乙は、店舗営業に伴う賠償責任保険に加入する。

第13条（法令遵守）
乙は、建築基準法、消防法、食品衛生法その他関連法令を遵守する。

第14条（中途解約）
1　乙は6か月前の書面通知により解約できる。
2　違約金として賃料●か月分を支払うものとする。

第15条（契約解除）
乙が賃料を2か月以上滞納した場合、又は重大な契約違反をした場合、甲は催告の上解除できる。

第16条（不可抗力）
天災地変その他不可抗力により本物件が使用不能となった場合、本契約は終了する。

第17条（明渡し）
契約終了時、乙は原状回復のうえ速やかに明渡す。

第18条（反社会的勢力の排除）
甲乙は、自らが反社会的勢力でないことを表明保証し、違反時は無催告解除できる。

第19条（協議事項）
本契約に定めのない事項は、誠意をもって協議解決する。

第20条（合意管轄）
本契約に関する紛争は、本物件所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ各1通を保有する。







令和●年●月●日

甲
住所
氏名

乙
住所
氏名

